
〔
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
三
九
こ

半り例研究

昭
＝
二
4
（
最
高
裁
民
集
一
〇
巻
四
号
三
六
七
頁
）

上
級
審
に
お
け
る
印
紙
の
追
貼
と
そ
の
訴
訟
書
類
の
効
力

　
所
有
権
確
認
並
に
引
渡
請
求
事
件
（
昭
和
三
一
年
四
月
一
〇
日
最
高

裁
第
三
小
法
廷
判
決
）

〔
事
　
実
〕

　
X
（
原
告
・
控
訴
人
・
被
上
告
人
）
は
、
Y
（
被
告
・
被
控
訴
人
・

上
告
人
）
の
下
請
工
場
で
あ
り
、
昭
和
一
二
年
頃
か
ら
Y
の
た
め
材
料

の
支
給
を
受
け
て
プ
レ
ス
機
の
部
品
の
製
造
の
下
請
け
を
行
っ
て
き
た

が
、
昭
和
一
八
年
頃
か
ら
は
経
済
事
情
の
悪
化
の
た
め
、
X
は
材
料
を

立
替
え
て
、
鋳
造
し
た
も
の
を
Y
に
納
入
し
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
昭

和
二
〇
年
八
月
に
は
、
立
替
材
料
が
一
〇
〇
ト
ン
九
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム

（
そ
の
六
割
が
古
銑
、
そ
の
四
割
が
新
銑
）
に
達
し
た
。
そ
こ
で
、
X

は
、
同
年
九
月
に
Y
に
対
し
そ
の
返
還
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
Y
は
直
ち

に
そ
の
数
量
の
返
還
を
承
諾
し
た
。
そ
し
て
、
同
月
ご
二
日
に
Y
は
X

に
対
し
、
そ
の
う
ち
四
三
ト
ン
四
六
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
返
還
を
な
し
た
。

こ
の
返
還
は
、
Y
の
工
場
内
に
積
み
重
ね
て
あ
る
古
銑
一
〇
〇
ト
ン
あ

ま
り
か
ら
行
わ
れ
た
。
X
は
、
こ
の
Y
工
場
内
に
積
み
重
ね
て
あ
る
古

銑
は
、
X
が
所
有
権
を
取
得
し
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
、
Y
に
対
し

そ
の
所
有
権
確
認
お
よ
び
引
渡
請
求
を
行
っ
た
の
が
本
件
で
あ
る
。

　
一
般
に
プ
レ
ス
鋳
造
に
は
、
そ
の
材
料
と
し
て
古
銑
六
割
、
新
銑
四

割
を
使
用
す
る
の
が
鋳
造
業
者
間
の
常
識
と
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、

Y
の
返
還
す
べ
き
物
も
こ
の
比
率
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

第
一
審
で
請
求
は
棄
却
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
X
は
、
控
訴
し
た
が
、
控

訴
審
で
三
度
訴
え
の
変
更
を
行
っ
て
い
る
。
ま
ず
一
番
目
に
、
昭
和
二

五
年
一
〇
月
三
日
に
請
求
の
目
的
物
を
Y
の
工
場
の
「
古
銑
」
と
あ
る

の
を
「
古
銑
並
に
新
銑
」
と
変
更
し
て
い
る
。
二
番
目
に
、
昭
和
二
七

年
九
月
二
七
日
に
Y
の
工
場
の
古
銑
お
よ
び
新
銑
の
所
有
権
確
認
お
よ

び
引
渡
請
求
に
加
え
、
予
備
的
請
求
と
し
て
、
そ
の
引
渡
し
が
で
き
な

い
場
合
に
損
害
賠
償
を
請
求
し
て
い
る
。
三
番
目
に
、
昭
和
二
九
年
三

月
一
一
五
日
に
、
Y
の
工
場
に
積
み
重
ね
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
で
な
い

古
銑
三
三
ト
ン
余
り
、
新
銑
二
ニ
ト
ン
余
り
の
引
渡
を
請
求
し
、
も
し

そ
の
引
渡
し
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
損
害
賠
償
を
請
求
し
て
い
る
。

原
審
が
、
請
求
を
認
容
し
た
の
で
、
Y
は
上
告
し
た
。
上
告
理
由
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。
X
が
昭
和
二
九
年
三
月
二
五
日
に
訴
え
を
変
更
し

85



法学研究78巻2号（2005：2）

た
と
き
、
そ
の
訴
訟
物
は
、
新
銑
お
よ
び
古
銑
の
価
額
の
合
計
一
、
三

六
四
、
五
四
二
円
で
あ
っ
て
、
X
は
そ
の
申
立
書
に
訴
訟
物
の
価
額
相

当
の
一
二
、
一
八
七
円
五
〇
銭
を
貼
用
す
べ
き
で
あ
る
の
に
、
X
は
印

紙
を
貼
用
し
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
、
そ
の
控
訴
状
は
増
貼
す
べ
き
印
紙

を
欠
く
無
効
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
訴
え
は
不
適
法
と
し
て
却
下

す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
民
事
訴
訟
用
印
紙
法
一
一
条
但
書

（
現
行
民
訴
費
用
法
六
条
参
照
）
に
は
印
紙
を
貼
用
せ
ず
、
ま
た
は
貼

用
す
る
も
不
足
あ
る
と
き
は
、
相
当
印
紙
を
貼
用
せ
し
め
て
、
そ
の
書

類
を
有
効
な
ら
し
め
得
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
貼
用
は
そ

の
審
級
の
判
決
を
言
い
渡
す
ま
で
の
事
で
そ
の
後
の
貼
用
は
許
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
な
い
と
、
判
決
確
定
後
で
も
印
紙
を
貼

用
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
同
法
同
条
本
文
の
趣
旨
は
没
却
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
後
日
印
紙
を
貼

用
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
条
件
付
の
判
決
と
い
う
こ
と
に
な

り
印
紙
法
全
文
の
規
定
は
け
じ
め
の
つ
か
な
い
曖
昧
な
規
定
と
な
っ
て

し
ま
う
。
以
上
よ
り
、
原
判
決
は
民
事
訴
訟
用
印
紙
法
一
一
条
の
解
釈

を
誤
り
、
却
下
す
べ
き
訴
え
を
認
容
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
破
棄
を
免

れ
な
い
と
し
た
。

〔
判
　
旨
〕

　
最
高
裁
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
上
告
を
棄
却
し
た
。

「
下
級
審
に
差
し
出
さ
れ
た
訴
訟
書
類
の
正
本
に
貼
用
さ
れ
た
印
紙
に

不
足
が
あ
つ
た
場
合
に
之
を
上
級
審
に
於
て
追
貼
す
れ
ば
そ
の
蝦
疵
は

補
正
さ
れ
そ
の
書
類
は
始
め
に
遡
つ
て
有
効
な
る
も
の
と
解
す
る
を
妥

当
と
す
る
。
（
最
高
裁
判
所
昭
和
二
四
年
（
オ
）
第
一
七
号
事
件
、
同

年
五
月
二
一
日
第
二
小
法
廷
判
決
。
大
審
院
昭
和
一
七
年
（
オ
）
第
一

三
〇
号
事
件
、
昭
和
一
九
年
二
月
二
五
日
第
一
民
事
部
判
決
。
同
昭
和

六
年
（
オ
）
第
三
七
二
五
号
事
件
、
昭
和
七
年
五
月
一
七
日
第
五
民
事

部
判
決
。
参
照
）
。
本
件
に
つ
い
て
之
を
み
る
と
、
被
上
告
人
が
原
審

に
提
出
し
た
昭
和
二
五
年
一
〇
月
三
日
付
、
昭
和
二
七
年
九
月
二
七
日

付
、
昭
和
二
九
年
二
月
三
日
付
の
各
「
請
求
ノ
趣
旨
変
更
ノ
申
立
」
と

題
す
る
書
面
に
貼
用
す
べ
き
で
あ
つ
た
印
紙
の
不
足
額
を
当
審
に
於
て

追
貼
し
た
こ
と
は
記
録
上
明
白
で
あ
る
か
ら
、
之
に
よ
つ
て
右
書
面
は

そ
の
提
出
当
時
に
遡
つ
て
有
効
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
所
論
は
右
と
反

対
の
見
解
に
立
脚
し
或
は
そ
の
無
効
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の

で
あ
つ
て
理
由
が
な
い
。
」

〔
評
　
釈
〕

　
判
旨
に
賛
成
で
あ
る
。

一
　
本
判
決
が
出
さ
れ
た
当
時
は
、
民
訴
用
印
紙
法
一
一
条
で
規
定

さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
同
法
同
条
本
文
に
よ
れ
ば
、
印
紙
が
貼
用

さ
れ
て
い
な
い
民
事
訴
訟
の
書
類
は
無
効
で
あ
る
が
、
同
法
同
条
但

書
に
よ
れ
ば
、
印
紙
追
貼
補
正
が
な
さ
れ
れ
ば
有
効
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。
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た
だ
し
、
民
訴
法
一
三
七
条
一
項
後
段
（
旧
二
二
八
条
一
項
後

段
）
に
よ
り
、
訴
状
に
民
訴
費
用
法
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
を
納
付

し
な
い
場
合
、
裁
判
長
は
補
正
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か

し
、
不
適
式
な
訴
状
で
も
被
告
に
送
達
さ
れ
れ
ば
、
訴
訟
係
属
が
生

じ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
は
、
蝦
疵
が
補
正
さ
れ
な
け
れ
ば
、
裁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

判
所
が
訴
え
却
下
判
決
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
取
り
扱
い
は
、

控
訴
状
に
つ
い
て
も
、
同
法
二
八
八
条
（
旧
三
七
〇
条
）
が
二
二
七

条
を
準
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
様
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
現
行
の
民
訴
費
用
法
六
条
で
は
、
民
訴
用
印
紙
法
二

条
の
規
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
同
条
の
補
正
が
な
さ
れ
な
い
と

無
効
に
な
る
と
い
う
前
提
を
受
け
、
そ
の
際
に
は
裁
判
所
は
不
適
法

な
申
し
立
て
と
し
て
取
り
扱
う
と
い
う
こ
と
を
明
定
し
た
も
の
で

（
2
）

あ
る
。
よ
っ
て
、
民
訴
用
印
紙
法
の
下
で
は
明
文
で
明
ら
か
で
あ
る

が
、
現
行
の
民
訴
費
用
法
の
下
で
も
、
印
紙
追
貼
補
正
が
な
さ
れ
る

と
、
訴
訟
書
類
は
有
効
と
な
る
。

　
た
だ
、
原
告
が
所
定
の
手
数
料
を
追
納
し
て
補
正
を
行
っ
た
場
合
、

そ
の
蝦
疵
が
治
癒
さ
れ
、
適
式
な
訴
え
提
起
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る

が
、
そ
の
効
力
が
発
生
す
る
時
期
に
つ
い
て
は
規
定
が
な
い
。
特
に
、

本
件
の
よ
う
に
、
訴
状
が
提
出
さ
れ
た
審
級
で
な
く
、
そ
の
上
級
審

で
補
正
が
行
わ
れ
た
場
合
に
、
補
正
の
効
力
が
遡
及
し
な
い
の
で
あ

れ
ば
、
原
判
決
は
取
り
消
さ
れ
、
訴
状
が
提
出
さ
れ
た
審
級
ま
で
差

し
戻
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
問
題
と
な
る
。

　
本
判
決
が
な
さ
れ
る
以
前
の
判
例
は
、
す
べ
て
、
所
定
の
手
数
料

を
納
付
し
て
綴
疵
が
補
正
さ
れ
れ
ば
、
訴
状
は
提
出
の
と
き
に
遡
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

て
初
め
か
ら
有
効
な
も
の
と
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
本
判
決
が
引
用

す
る
①
控
訴
状
に
貼
用
す
べ
き
印
紙
が
不
足
し
て
い
て
も
、
上
告
審

に
お
い
て
不
足
額
を
追
貼
し
た
と
き
は
、
控
訴
状
は
初
め
か
ら
有
効

　
　
　
（
4
）

と
な
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
②
訴
状
に
所
定
印
紙
の
貼
用
が
な
か

っ
た
が
、
上
告
審
で
そ
の
印
紙
の
追
貼
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
訴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

状
は
初
め
か
ら
有
効
と
な
る
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
本
判
決
は
、
こ

れ
ら
の
事
例
と
は
異
な
り
、
訴
え
の
変
更
が
な
さ
れ
た
場
合
に
、
訴

状
に
増
貼
す
べ
き
印
紙
が
不
足
し
て
い
て
も
、
そ
の
後
に
そ
の
不
足

額
の
印
紙
を
増
貼
し
た
な
ら
ば
、
訴
状
は
提
出
の
と
き
に
遡
っ
て
初

め
か
ら
有
効
な
も
の
と
し
た
初
め
て
の
最
高
裁
判
例
で
あ
り
、
意
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

を
有
す
る
も
の
と
い
え
る
。

　
ま
た
、
そ
の
後
の
判
例
で
も
、
訴
状
に
増
貼
す
べ
き
印
紙
が
不
足

し
て
い
て
も
、
そ
の
後
に
そ
の
不
足
額
の
印
紙
を
増
貼
し
た
な
ら
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

訴
状
は
初
め
か
ら
有
効
な
も
の
と
扱
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
学
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

で
も
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
争
い
が
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
判
旨
の
考
え
は
そ
の
後
の
判
例
・
学
説
に
お
い
て
定
着
し

て
い
る
も
の
と
い
え
る
。

二
　
本
件
で
は
、
控
訴
審
に
お
い
て
控
訴
人
（
原
告
・
被
上
告
人
）
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は
訴
え
を
変
更
し
て
い
る
が
、
控
訴
状
に
は
印
紙
の
追
貼
を
し
な
い

ま
ま
補
正
命
令
も
出
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
審
理
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
上
告
審
に
お
い
て
よ
う
や
く
印
紙
追
貼
補
正
を
行
っ
て
い

る
。
上
告
審
で
の
補
正
に
よ
る
効
力
が
遡
及
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
控

訴
審
で
の
訴
え
の
変
更
は
有
効
な
も
の
と
な
る
が
、
遡
及
せ
ず
に
補

正
時
か
ら
将
来
に
向
か
っ
て
の
み
生
ず
る
の
で
あ
れ
ば
、
控
訴
審
に

お
け
る
訴
え
の
変
更
は
不
適
法
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
い
、
控
訴
審

判
決
は
取
り
消
す
べ
き
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
判
旨
は
、

上
級
審
で
な
さ
れ
た
印
紙
追
貼
補
正
に
よ
る
訴
訟
書
類
の
効
力
を
そ

の
提
出
時
に
遡
っ
て
有
効
で
あ
る
と
解
し
、
原
判
決
を
維
持
し
て
い

る
。　
民
訴
法
二
二
七
条
一
項
前
段
（
旧
二
二
八
条
一
項
前
段
）
に
よ
れ

ば
、
訴
状
に
不
備
が
あ
る
場
合
に
も
、
裁
判
長
は
補
正
を
命
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
原
告
が
訴
状
の
補
正
を
行
っ
た
場
合
、

そ
の
暇
疵
が
治
癒
さ
れ
、
適
式
な
訴
え
提
起
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る

が
、
そ
の
時
期
に
つ
い
て
規
定
が
な
く
、
問
題
と
な
る
こ
と
に
つ
い

て
も
、
訴
状
に
民
訴
費
用
法
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
を
納
付
し
な
い

場
合
と
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
学
説
は
、
訴
状
の
不
備
の
場
合
の

補
正
に
つ
い
て
は
、
そ
の
効
力
発
生
時
期
が
①
訴
状
提
出
の
時
期
に

　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

遡
及
す
る
と
す
る
説
、
②
補
正
の
時
と
す
る
説
、
③
補
正
事
項
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

っ
て
区
別
し
て
考
え
る
と
す
る
説
に
分
か
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
本
判
決
の
よ
う
に
印
紙
追
貼
補
正
の
場
合
に
は
、

訴
状
提
出
の
時
期
に
遡
及
す
る
と
解
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
争
い

が
な
い
。
印
紙
追
貼
補
正
の
場
合
に
、
判
例
・
学
説
が
、
争
い
な
く

遡
及
効
を
認
め
る
論
拠
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
、

印
紙
追
貼
補
正
の
場
合
に
は
、
請
求
の
趣
旨
お
よ
び
原
因
の
記
載
が

不
備
の
場
合
に
は
、
訴
訟
物
の
特
定
に
欠
け
る
が
、
手
数
料
の
不
足

や
不
備
の
場
合
に
は
、
単
に
技
術
的
な
問
題
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ

　
　
　
（
1
2
）

る
と
さ
れ
る
。

　
思
う
に
、
訴
訟
物
の
特
定
に
関
わ
る
事
項
で
あ
れ
ば
、
当
事
者
の

権
利
主
張
に
か
か
る
手
続
保
障
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
補

正
に
遡
及
効
を
認
め
て
、
従
前
の
手
続
に
つ
い
て
蝦
疵
が
治
癒
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

る
と
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
。
し
か
し
、
訴
訟
物
の
特
定
に
関
わ

ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
当
事
者
の
手
続
保
障
を
害
す
る
こ
と
は
な
い

の
で
、
従
前
の
手
続
に
つ
い
て
蝦
疵
が
治
癒
さ
れ
て
も
問
題
な
い
と

い
え
る
。
ま
た
、
訴
訟
物
に
関
わ
る
こ
と
の
な
い
形
式
的
な
事
項
で
、

従
前
の
手
続
を
す
べ
て
無
効
に
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
訴
訟
経
済
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

上
で
も
法
的
安
定
性
の
上
で
も
問
題
で
あ
り
妥
当
で
な
い
。
特
に
、

印
紙
追
貼
補
正
の
場
合
の
よ
う
に
極
め
て
形
式
的
な
問
題
で
あ
っ
て
、

当
事
者
の
手
続
保
障
に
関
わ
ら
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
理
は

あ
て
は
ま
る
と
い
え
る
。

　
以
上
よ
り
、
印
紙
追
貼
補
正
の
場
合
に
は
、
訴
状
提
出
の
時
期
に
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遡
及
す
る
と
解
す
る
。

三
　
な
お
、
印
紙
追
徴
補
正
が
な
さ
れ
る
と
、
遡
っ
て
訴
状
や
控
訴

状
が
有
効
な
も
の
と
な
る
と
し
て
、
本
件
と
異
な
り
印
紙
追
貼
補
正

が
な
さ
れ
な
い
う
ち
に
判
決
が
確
定
し
て
し
ま
っ
た
場
合
、
そ
の
判

決
の
効
力
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
本
判
決
が
出
さ
れ
た
当
時
は
、
民
訴
用
印
紙
法
二
条
で
規
定
さ

れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
同
法
同
条
本
文
に
よ
れ
ば
、
印
紙
が
貼
用
さ

れ
て
い
な
い
民
事
訴
訟
の
書
類
は
無
効
で
あ
る
が
、
同
法
同
条
但
書

に
よ
れ
ば
、
印
紙
追
貼
補
正
が
な
さ
れ
れ
ば
有
効
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
現
行
の
民
訴
費
用
法
六
条
で

は
、
民
訴
用
印
紙
法
二
条
の
規
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
同
条

の
補
正
が
な
さ
れ
な
い
と
無
効
に
な
る
と
い
う
前
提
を
受
け
、
そ
の

際
に
は
裁
判
所
は
不
適
法
な
申
し
立
て
と
し
て
取
り
扱
う
と
い
う
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

と
を
明
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
民
訴
用
印
紙
法
の
下
で
も
、

現
行
の
民
訴
費
用
法
の
下
で
も
、
印
紙
追
貼
補
正
が
な
さ
れ
な
い
と

訴
訟
書
類
が
無
効
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
上
告
理

由
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
印
紙
追
貼
補
正
が
な
さ
れ
ず
に
判

決
が
確
定
し
た
場
合
に
は
、
後
日
印
紙
を
貼
用
す
れ
ば
、
有
効
な
判

決
と
な
る
条
件
付
判
決
に
な
っ
て
し
ま
う
の
か
問
題
で
あ
る
。

　
こ
の
点
、
判
決
の
確
定
に
よ
り
、
訴
状
提
出
時
に
手
数
料
を
納
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
手
続
上
の
暇
疵
は
治
癒
さ
れ
る
と
解

さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
手
数
料
は
、
そ
の
徴
収
さ
え
確
実
に
な
さ

れ
れ
ば
制
度
の
目
的
を
達
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
な
る
べ
く
有
効
に

さ
せ
て
こ
れ
に
判
断
を
与
え
る
こ
と
が
訴
訟
制
度
を
設
置
し
た
目
的

　
　
　
　
（
1
6
）

に
も
合
致
す
る
。
そ
し
て
、
提
訴
手
数
料
の
納
付
義
務
が
、
訴
え
の

提
起
に
よ
っ
て
確
定
的
に
生
じ
、
訴
え
却
下
な
い
し
請
求
棄
却
と
な

っ
て
も
、
ま
た
取
り
下
げ
、
和
解
に
よ
っ
て
訴
訟
が
終
了
し
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

納
付
義
務
に
は
何
ら
影
響
が
な
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

国
庫
の
申
立
人
に
対
す
る
未
納
手
数
料
の
請
求
権
が
残
存
す
る
に
過

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
も
そ
も
手
数
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

は
裁
判
所
の
提
供
す
る
役
務
に
対
す
る
反
対
給
付
で
あ
り
、
手
数
料

の
不
足
に
よ
り
不
利
益
を
受
け
る
の
は
専
ら
国
庫
で
あ
る
。
裁
判
所

が
、
印
紙
の
追
貼
を
命
じ
な
い
ま
ま
判
決
し
た
と
す
れ
ば
、
国
の
側

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

が
多
少
の
不
利
益
を
受
け
る
こ
と
も
や
む
を
え
な
い
と
い
え
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
手
数
料
が
未
納
の
ま
ま
判
決
が
確
定
し
て
も
、
そ

の
判
決
は
有
効
な
も
の
で
あ
り
、
条
件
付
判
決
で
は
な
い
と
考
え
る
。

四
　
以
上
よ
り
、
訴
状
に
貼
用
す
べ
き
印
紙
が
不
足
し
て
い
て
も
、

上
級
審
で
印
紙
を
追
貼
し
て
補
正
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
訴
状
は
提

出
の
と
き
に
遡
っ
て
有
効
に
な
る
と
し
た
判
旨
は
正
当
で
あ
る
と
解

す
る
。

　
（
1
）
　
竹
下
守
夫
『
条
解
民
事
訴
訟
法
』
八
三
五
頁
〔
兼
子
一
ほ
か

　
　
著
〕
（
弘
文
堂
、
一
九
八
六
）
、
小
山
昇
『
民
事
訴
訟
法
』
二
〇
三
頁
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（
青
林
書
院
、
五
訂
版
、
一
九
八
九
）
、
斎
藤
秀
夫
ほ
か
編
『
注
解
民

事
訴
訟
法
（
6
）
』
二
四
九
頁
〔
斎
藤
秀
夫
口
加
茂
紀
久
男
〕
（
第
一

法
規
出
版
、
第
二
版
、
一
九
九
三
）
。

（
2
）
　
内
田
恒
久
”
野
崎
幸
雄
「
民
事
訴
訟
費
用
に
関
す
る
法
律
の
解

説
（
四
）
」
曹
時
二
三
巻
一
七
〇
頁
（
一
九
七
一
）
。

（
3
）
　
上
級
審
で
な
く
、
そ
の
審
級
で
補
正
し
た
事
例
で
あ
る
が
、
最

　
二
小
判
昭
和
二
四
年
五
月
二
一
日
民
集
三
巻
六
号
一
一
〇
九
頁
が
あ
る
。

同
判
決
は
、
控
訴
状
に
貼
用
す
べ
き
印
紙
が
不
足
し
て
い
た
と
し
て

　
も
、
そ
の
後
そ
の
不
足
額
の
印
紙
が
増
貼
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の

補
正
前
に
な
さ
れ
た
弁
論
期
日
、
判
決
言
渡
期
日
の
指
定
お
よ
び
そ

　
の
告
知
の
効
力
は
す
べ
て
有
効
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

（
4
）
　
大
判
昭
和
七
年
五
月
一
七
日
大
民
集
一
一
巻
九
二
頁
。

（
5
）
　
最
小
二
判
昭
和
二
九
年
一
一
月
二
六
日
判
時
四
一
号
一
一
頁
。

（
6
）
　
本
判
決
の
先
行
評
釈
と
し
て
、
山
口
友
吉
「
判
批
」
民
商
三
四

　
巻
六
号
七
〇
頁
（
一
九
五
七
）
、
山
本
桂
一
「
判
批
」
法
協
七
四
巻

　
三
号
二
〇
頁
（
一
九
五
七
）
が
あ
り
、
と
も
に
判
旨
に
賛
成
し
て

　
い
る
。

（
7
）
　
東
京
高
決
昭
和
五
七
年
二
月
一
八
日
判
時
一
〇
三
九
号
七
七
頁
。

（
8
）
　
小
山
・
前
掲
注
（
1
）
二
〇
二
頁
、
兼
子
一
『
条
解
民
事
訴
訟
法

　
（
上
）
』
六
二
八
頁
（
弘
文
堂
、
一
九
五
五
）
、
菊
井
維
大
H
村
松
俊

　
夫
『
全
訂
民
事
訴
訟
法
〔
H
〕
』
一
三
四
頁
（
日
本
評
論
社
、
一
九

　
八
九
）
、
竹
下
・
前
掲
注
（
1
）
八
三
六
頁
、
並
木
茂
『
判
例
コ
ン
メ

　
ン
タ
ー
ル
ー
5
民
事
訴
訟
法
H
』
四
〇
一
頁
（
三
省
堂
、
増
補
版
、
一

九
八
四
）
、
宮
川
知
法
『
注
釈
民
事
訴
訟
法
（
5
）
』
一
九
五
頁
以
下

　
〔
新
堂
幸
司
H
福
永
有
利
編
〕
（
有
斐
閣
、
一
九
九
八
）
、
斎
藤
H
加

茂
・
前
掲
注
（
1
）
二
四
七
頁
、
畑
郁
夫
『
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル

新
民
事
訴
訟
法
2
』
二
九
頁
〔
小
室
直
人
ほ
か
編
〕
（
日
本
評
論
社
、

　
一
九
九
八
）
、
内
田
H
野
崎
・
前
掲
注
（
2
）
一
七
二
頁
、
裁
判
所
書

記
官
研
修
所
「
民
事
訴
訟
用
印
紙
の
研
究
」
書
記
官
実
務
研
究
一
巻

　
一
号
一
五
一
頁
（
一
九
六
二
）
。

（
9
）
　
小
山
・
前
掲
注
（
1
）
二
〇
二
頁
、
宮
川
・
前
掲
注
（
8
と
九
七

頁
以
下
。

（
1
0
）
　
兼
子
・
前
掲
注
（
8
）
六
二
八
頁
。

（
11
）
　
菊
井
H
村
松
・
前
掲
注
（
8
）
二
二
〇
頁
以
下
、
竹
下
・
前
掲
注

　
（
1
）
八
三
六
頁
、
斎
藤
H
加
茂
・
前
掲
注
（
1
）
二
四
八
頁
以
下
、

畑
・
前
掲
注
（
8
）
二
九
頁
以
下
。

（
1
2
）
　
畑
・
前
掲
注
（
8
）
二
九
頁
。
斎
藤
H
加
茂
・
前
掲
注
（
1
）
二
四

　
八
頁
。

17　16　15　14　13
藤
秀
夫
日
宮
本
聖
司
H
小
室
直
人
〕

一
九
九
一
）
、

章
編

竹
下
・
前
掲
注
（
1
）
八
三
六
頁
。

山
本
・
前
掲
注
（
6
）
二
二
頁
。

内
田
H
野
崎
・
前
掲
注
（
2
）
一
七
〇
頁
。

裁
判
所
書
記
官
研
修
所
・
前
掲
注
（
8
）
一
四
五
頁
。

斎
藤
秀
夫
ほ
か
編
『
注
解
民
事
訴
訟
法
（
3
）
』
一
〇
頁
〔
斎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
一
法
規
出
版
、
第
二
版
、

　
　
　
福
嶋
登
「
訴
訟
費
用
の
範
囲
」
鈴
木
忠
一
H
三
ケ
月

『
実
務
民
事
訴
訟
講
座
』
二
二
八
頁
（
日
本
評
論
社
、
一
九
六
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九
）
、
長
谷
部
由
起
子
「
提
訴
手
数
料
」
自
正
四
一

以
下
（
一
九
九
二
）
。

（
1
8
）
内
田
H
野
崎
・
前
掲
注
（
2
）
一
七
二
頁
。

（
1
9
）
　
内
田
匹
野
崎
・
前
掲
注
（
2
）
一
六
八
頁
。

（
2
0
）
　
山
本
・
前
掲
注
（
6
と
ご
二
頁
。

二
巻
九
号
一
六
頁

　
堀
竹
　
学
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